
 

 

千葉県指定有形文化財の指定について 

 

１ 目 的 

千葉県教育員会では、県内の貴重な文化財を保存継承するため、千葉県文化財保護条例（第

4 条第 1 項）に基づいて千葉県指定文化財として指定することで、保存活用を図っている。 
＊千葉県文化財保護条例…（国指定以外の）県内に存する文化財のうち県にとって重要なものについて、

その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって県民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の

進歩に貢献することを目的とする（第 1 条）。 
  ＊文化財…有形文化財、無形文化財、民俗文化財（有形・無形）、史跡・名勝・天然記念物の種別がある。 
 
２ 指定までの流れ 

市町村教育委員会等から推薦のあった文化財について、千葉県文化財保護審議会委員が調査

し、指定の価値ありと認めた文化財について県教育委員会が同審議会に諮問、指定すべきとの

答申を受けたのちに教育委員会会議での議決を経て決定する。指定は県報告示により行う。 
＊文化財保護法…地方文化財保護審議会の設置（第 190 条） 
＊千葉県文化財保護審議会条例 
＊千葉県教育委員会行政組織規則（第 8 条第 21 項、議決事項）。 

 
３ 千葉県文化財保護審議会 

  同審議会は教育委員会の附属機関で、例年 4 回の会議及び別途 20 回程度の現地調査を行い、

県指定文化財の保存状況の確認や保護の指導、または新たな指定などの答申を行う。 
＊千葉県文化財保護審議会条例…委員は、建造物・美術工芸など、各分野の学識経験者 18 名による構成、

任期 2 年、現会長は松田誠一郎、副会長は小池富雄。 
＊千葉県文化財保護審議会運営規則 

 
４ 審議を予定している文化財（別表議案資料２のとおり） 

  ・指定しようとする文化財  ６件   

   

５ 決定まで及び決定以降の流れ 

  ・令和 2 年 1 月 20 日  文化財保護審議会から答申 

  ・令和 2 年 2 月 12 日  教育委員会会議で審議・決定（報道発表） 
  ・令和 2 年 3 月上旬   県報告示 
  ・令和 2 年 3 月 12 日  所有者に対し指定書交付 
 
６ 参 考 

今回の指定により、県指定文化財は有形文化財 337 件、無形文化財 8 件、有形民俗文化財

22 件、無形民俗文化財 56 件、記念物 134 件の、合計 557 件となる。 

議案資料１ 



議案資料２

新たに指定された文化財
№ 種別 名 称 員 数 所有者 所在地

1
有形文化財
（絵画）

小丹波村〔浅井忠筆
明治28年（1895）／油絵 麻布〕

１面 千葉県
千葉市中央区中央港１丁目104番
（千葉県立美術館）

2
有形文化財
（絵画）

木華開耶媛〔石井林響筆
明治39年（1906）／日本画 絹〕

１幅 千葉県
千葉市中央区中央港１丁目104番
（千葉県立美術館）

3
有形文化財
（絵画）

絹本著色両界曼荼羅 ２幅 宗教法人金光院
千葉市若葉区金親町959（金光院）
寄託先：千葉市中央区亥鼻1－6－1
    （千葉市立郷土博物館）

4
有形文化財
（歴史資料）

茂原庁南間人車軌道人車 １両 茂原市
茂原市高師1345－1
（茂原市立美術館・郷土資料館）

5
有形文化財
（考古資料）

山倉１号墳出土埴輪 一括 市原市
市原市能満1489番地
（市原市埋蔵文化財調査センター）

6
有形文化財
（考古資料）

高部３０号墳・３２号墳出土品 ２７点
※

木更津市
木更津市太田2－16－2
（木更津市郷土博物館金のすず）

※３０号墳：７点、３２号墳：２０点

出土品の組成が古墳出現期の典型的な特徴を示すとともに、出土土器に
西日本からの影響が明瞭に認められる点でも重要。

埼玉県鴻巣市生出塚埴輪窯跡で製作されたことが明らかになっており、
関東地方の首長間の交流を考える上で重要であるとともに、本県におけ
る６世紀後半の古墳文化を特徴づけるものである点でも重要。

千葉県指定有形文化財の指定について

特 徴

浅井の、明治美術会後期（1893年）から渡欧（1900年3月）までの時代
の画風をよく示し、日本近代絵画史の上でも重要な一点。
（25.5cm×22.0cm）

明治末から大正にかけての浪漫主義の流れをよく現し、石井の初期の画
風をよく示し、日本近代絵画史の上でも重要な一点。
（115.0cm×60.0cm）

県内に残る中世仏画のなかでも、古典的で端正な画風、可憐な雰囲気は
特筆すべきものがあり、両界曼荼羅の優品。
胎蔵界（159.7cm×107.7cm）、金剛界（161.3cm×107.8cm）

明治時代後期に全国で運行された人車のうち、第２次世界大戦中の鉄材
供出等を免れ、車体部分がほぼ当初の原形を留めている唯一の車両で、
千葉県の土木、交通史や産業史を考える上で貴重。
（高：178cm、幅：122cm、長：210cm）



新指定－① 小丹波村〔浅井忠筆〕

新指定－② 木華開耶媛〔石井林響筆〕 新指定－③ 絹本著色両界曼荼羅

（金剛界）

（胎蔵界）

議案資料３



新指定－④ 茂原庁南間人車軌道人車 新指定－⑥ 高部３０号墳・３２号墳出土品

新指定－⑤ 山倉１号墳出土埴輪

（人物埴輪）

（形象埴輪） （円筒埴輪）


